
様式第1－1号

支 出 証拠 耆

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・阿部卓也）

－ ‐ ’

鑿理番号

経費項目密･研修費｡広り諏報費･雰諏饒瀧債･会議費･資料鰄費･資料購入費･事務費･義翻漬｡人件費

内 容 県庁にて調査／マス豆ﾐi角く計示し←敬晦歩
年月 日 令和7年/o月＞日へ令和ク年‘0月3 日 金 額 119 Z-O 円

目 的

儲当項目に丸ED

部局
その燕ｱｩﾝｸ･地元要望活動調査会派内調整打合せ政務活謹柳整理・

（マスコミ!☆碑芳P_感をQ姦鞭

使 途

骸当項目に丸削 雷 繰駐章料そ嘩他
政務活動。

県政との

関連性

骸当項目に丸印）

・ 議会 ･委員会等貿問のため、閨1糸首|』局の争耒．王睾地末寺セイ准詑､~ツoo

・地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針｡進捗状況などを確認する。

醗認
議案

した事業の課題内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する

の審議に必要な情報と,して、県施策の状況を確認する。

・会派内で県施策等に関する検討を行い、意見の調整。集約を行う。
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

|＞9ﾙ○ 円

案分率(b)

lO/I0
100％

政務活動費支出額(a×b)

I2-,7 多〆○ 円
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領収証 発行日
ISSUED

2025/10/02
RECEIPT

T6080001001249

H O T･EL

G蝿梛智ARE

お名前
NAME

V

阿部卓也様
／＝、 ﾏー

領収金額
RECElVEDTHESUMOF’ \10.200

(上記金額には消費税が含まれております｡） T420-0852静岡市葵区紺屋町11番地の1
TEL.054-252-6500FAX.054-252-8411
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ご利用ありがとうございます。 ご利用ありがとうございます。

利用証明書｜ 利用証明書

ゴマ鶚些 ご▼蝶こ。
NEXCO中日本お客さまセンター NEXCO中日本お客さまセンター

W20=922=229__ i --5120E@52=2Zb
登録番号:T4180001056169 登録番号:T4180001056169

1 料金所(自）料金所(自） 浜松浜北 藤枝岡部
料金所(至） 藤枝岡部 i料金所(至） 浜松浜北
25年10月2日13時20分|25年10月3日14時50分
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通行料金 \1,360-|－蚕彌蚕一一幸~I弓一目~5~5~=

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1 }(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種］
※通行料金の消費税率は10%です｡i※通行料金の消費税率は10%です。
取扱番号

A17510-020952-967235⑬概瀦30952-96793？⑬
※本利用証明書はETC利用照会サーピ！※本利用証明書はETC利用照会サービ
スで印字されたものです。 l スで印字されたものです。
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様式第1 －1号

支 出証拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・阿部卓也）

|】 7－斑上
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華理番号 10－2

経費項目 調却f究費･研修費 雰識際話鱸･会議費･資料|罐 ･鮮騰〕費･事務費･藷翻漬･人件費

内 容 ラジオによる県政報告

年月 日 令和7年10月ツ 日～令和 年 月 日 金 額 ?8c> 円

目 的 コミュニティラジオを使った県政幸皓

使 途 程 識 ･その他（ ）

政務活動

県政との

関連性

ラジオというツールで不特定多数の県民のみなさまに県政の実情を伝えることにより

県民の県政への関心を深める

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

?占○
円

案分率(b)

fO/IC

100％

政務活動費支出額(a×b)

？6℃ 円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・阿部卓也）

ﾂｺ央区連尺町309一
生谷 島 ノ
長取締役斉藤晋一
4-7765IDFAX454-7z
T90804010054

薬理番号 10－3

経費項目 調査研續･研修費･広聴癖費 蕊諏儲瀧潰会議費資料作成費 瞬}事務費事翻漬人件費

内 容 参考書籍購入

年 月 日 令和7年ｨp月ヲ日~令和年月日 金 額
ノ 、ﾉーケ 円

目 的 県政､社会情勢に関する情報収集や施策研究の参考図書の購入

使 途 書籍購入（内訳は別紙参照）

政務活動

県政との

関連性

県政、社会情勢に関する情報を収集し、議会等の質問や県施策研究の参考にする。

く領収書貼付枠＞

罐。 阿辣鼻や‘ 様
金顯

二＝＝＝＝＝

印 紙

ぶち年/O月』日上記正に領収いたしました

雲灌代、

領収証
内 訳．

税率税抜金額手ﾕ,'750
'0％消費税額 羊”，
税率 税抜金額

8％ 消費税額

非課税商品額

腰．一一 --p一一._一一一 一一.--.一一一一・一一一一一.､一一 一一一一一-一一一一-一一一一一一一・一一一一一一一一一-------一 一一一・一・一-－－－-一一一~一一一一・-－－－－一一一一一一一.一,｡~ー~~一~－－~一一一一一－一ーー~

得意先コード

f
■

々 0

、‐●ノー

←
、
ノ

圭玉j双百仁|」

案分の理由

/全く敏端調を_l>
-ノァも小で房ぅ‐

領収書金額(a)

タクノー塵~‐ 円

案分率(b)

I O/ (C

｜け~ウ ％

政務活動費支出額(a×b)

3○2二J－ 円
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様式第1－1号

支 出 証 拠 書

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・阿部卓也）

浜松市中央区連尺町309－

株式会社谷 島 ノ
代表取締役斉藤晋一

a(053>454-7765IUFAX454-74
晉録番号 T90804010054

鑿理番号 10－4

経費項目 調査研究費･研修費･広聴醗費･嬬陳儲瀧債･会議費･資料侑鑪。麺 事務費･藷銅漬･人件費

内 容 参考書籍購入

年月 日 令和7年IC月り 日～令和 年 月 日 金 額 ‘y銘 円

目 的 県政､社会情勢に関する情報収集や施策研究の参考図書の購入

使 途 書籍購入（内訳は別紙参照）

関連性

県政、社会情勢に関する情報を収集し、議会等の質問や県施策研究の参考にする。
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1o1占年／り月3日上記正に領収いたしました

考籍 （／
、

領収証
内 訳

睡塞_乏遡
税率 税抜金額

8％ 消費税額

非課税商品額
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案分の理由

全2疎捧調雰一
Iミヵ､卜基秒ﾊｰで一涙4

領収書金額(a)

ろ弾うち 円

案分率(b)

iO/(O

(〔穴二〉 ％

政務活動費支出額(a×b)

6唯一芒〉 円
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様式第1－1号

藥理番号 ’ 10－5

支 出 証 拠 書

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・阿部卓也）

経費項目 調蕊職賓･研修費･画諏報費･蕊談懐藩鑛･会議･資料{蔵墳･資粥朧入費…事翻濱･人#費

内 容 コピー機リース料（2025年10月分）

年月 日 令和7年10月7日～ 年 月 日 金 額 7,425円

目 的 一

使 途 ■■■■I■■■■

政務活動.

県政との

関連性

■■■■■■■■■

く領収

シ
し

案分の理由

後援会活動と案分

領収書金額(a)

14,850円

案分率(b)

1/2

％

政務活動費支出額(a×b)

7,425円
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様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・阿部 卓也 ）

錘鐇号 10－6

経費項目趣･研修費･広聴広報費･雰識篤瀧債･会議費･資料|怖墳･資料購入費･事務費･蒻翻漬･人件費

内 容 県庁にて調査 ／評lz1露考小鱗私見有鍵

年月 日 令和7年/o月?日~令和7年/〃月/O日 金 額 /夕乙で-[フ 円

目 的

骸当項目に丸削

部局
その藤＃リング・地元要望活動調査・会派内調整打合せ・政務活

魂病人L桑まA衣手後 ）
謹緋の雲。

使 途

儲当項目に丸ED
交涌費．霧

ｌ掛
･その他

政務活動．

県政との

関連性

(該当項目に丸ED

・議会･委員会等質問のため、関係部局の事業・主要施策等を確認する。

・地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針・進捗状況などを確認する。

〔藤認した事業の課題内容や進捗状況を元に、議会。委員会等の質問に反映する。
・議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

･e派内で県施策等に関する検討を行い､意見の調整｡集約を行う。
く領収琴占付枠＞

［

治 辞I珂舗乢伽我賑黎候拝液'一読ざ密"碗 I弓｡画－2つ

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

／易CrFo 円

案分率(b)

/D //O

100％

政務活動費支出額(a×b)

/joz>え。
円
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様式第1－2号

支 出証拠書（各種団体会費）

”1.多7．_虻_地フ済。藍

預収書貼付枠＞

菩哩－000円十振〕入手数料域7ｼ円

里ノ仁

60

…捌毒。その柿‘（団ｲ洞既要

経費項目 …研修費
内 容 特定非営利活重力法人ドットジエイピー議員会員会費(2025.4～2025.9）

年月 日 /螺’'7年r岬'0日 金 額 ユユュ7ター ‐

会の趣旨．

目 的

ドットジエイピーは若者の社会参画と若年投票率の向上を目的に､8．9月の2カ月間学生

を対象としたインターンシッププログラムを実施し、政策コンテストを行っている。

会の活動

内容等

会員として静岡大学情報学部の1年生2人をインターン生として受け入れし、政務活動に
同行寸言か”1，でﾈ+今勒輪券行い．科-今諄頴躍決の労めの政策桿言弄桧計している〃

政務活動

県政との

関連性

|Alたけじゃなく長寿の知思1 ものつくりでつなけ｡詩|河」をテーマにl1云枕座乗の椎

承｣、「高齢社会における健康寿命の延伸」を研究している。遠州織物の高付加佃画上、地

域コミュニティのあり方やICTを活用した高齢者ﾝ、の情報提供など､若者目線でさまざま

な意見をもらっている。

案分の理由

後援会活動への参加も

考えられるため

領収書金額(a)

W-f勅門

案分率(b)

1/2

50％

政務活動費支出額(a×b)

ユユ．ユ77
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墾騒罵鱗輔ヱィピー
ソーシャル・インターンシップとは 団体概要

お問い合わせ ．
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同佐棚薯

｢私もできる」を、私達がつくる。

思い込みでも、勘違いでもいい。この国を、世の中を、もっとよくしたい、

その気持ちと行動さえあれば、誰だって世界を変える立役者になれる。

だから、ドットジェイピーはつくりたい。

各界のスペシャリストや仲間とつながることで、『私もできる」と思える、たくさんの瞬間を。

そして､ あなたが世の中の課題を改善へと導く未来を。

期待してほしい、想像を超えていく自分に。

…‐季玩

ドットジェイピーは、若者の社会参画と若年投票率の向上を目的として活動するNPO法人ですb全国34拠点で約500人の大学生ス

タッフが中心となり、春期（2月～3月）と夏期（8月～9月）の年2回、学生を対象としたインターンシッププログラム（議員・グ

ローバル･NPO)を提供し、また若年層向け政策コンテストを実施していま式

これまでのインターンシツププログラム参加者数は、議員事務所のべ2,944事務所、大使館やNPOなど996機関、学生のべ46,454

名となっていますb(X2025.3.31現在）

なお、ドットジェイピーは中立的な団体であり特定の政党を支持するものではありません。

概要
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事業内容

1.インターンシップ・コーディネート事業

2.地域活性化に関する諸フォーラム・セミナーの開催

3.広報事業

目的

･大学生を主とした不特定多数の人に、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長（以下「議員」とい

う｡）、特定非営利活動法人など各種団体、行政機関および駐日外国公館などの公的団体のもとでのインターンシップを通じて実

務研修を行わせ、もって社会学習の機会を付与し、社会教育の推進を図ること。

・国民の社会に対する興味を喚起し、もって議員選挙の投票率の向上を図ること。

前記の目的を達成するため、以下の種類の特定非営利活動を行う。

1.社会教育の推進を図る活動

2.情報化社会の発展を図る活動

所在地

〒ｴ02-0083東京都千代田区麹町2-10-2プレミアムオフィス麹町304

TELO120-098-214(平日：月～金･10:00-17:00)

GooRIBMap

MXO3-6272-3556



特定非営利活動法人ﾄｯﾄジェイピー議員会員規約

第1条（総則）

本規約は、特定非営利活動法人ドットジェイピー（以下「ドットジェイピー」といいます）の議員会員資格、入会
手続き、議員会員費、議員会員の内容、その他ドットジェイピーと議員会員に関する事項を規定します。

第2条（議員会員）
1．本規約において、議員会員とは、ドットジェイピーの目的に賛同し、その発展に協力するため、議員インター

ンシッププログラムに参加する目的でドットジェイピーに入会した、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体
の議会の議員及び長をいいます。

2．議員会員資格の有効期間は半年とし、春期が10月1日から翌年3月31日まで、夏期が4月1日から9月3
0日までとします。

3．議員会員は、本規約を遵守する義務を負います。

第3条（議員会員区分）

議員会員の会員区分は次の通りとします。

(1)衆議院議員会員・参議院議員会員：衆議院議員または参議院議員の職にある議員会員（2）
都道府県議会議員会員：都道府県議会議員の職にある議員会員

③政令指定都市議会議員会員；政令指定都市議会議員の職にある議員会員(4)市区町
村議会議員会員：市区町村議会議員の職にある議員会員

(5)首長会員：都道府県または市区町村の長の職にある議員会員

第4条（入会手続）

1．議員会員となろうとする者は、所定の申込害を提出し、ドットジェイピーに対し、入会の申込みを行います(以
下当該申込みをした者を「申込者」といいます）。
2．ドットジェイピーは、前項の申込書を受領後、申込者の入会を承認するか否かを検討し、承認する場合には、

当該申込者を議員会員名簿に登録します。なお、 ドットジェイピーは、申込者の入会を承認しない場合、その理
由について一切開示義務を負いません。

3．申込者は、前項の議員会員名簿に登録されたとき、議員会員資格を取得し、ドットジェイピーに入会します。
4．議員会員が第6条第1項記載の議員会員費を納入したとき、ドットジェイピーは、議員会員に対し、会員証明
書を送付します。

第5条（議員インターンシッププログラム）

1．議員会員は、議員インターンシッププログラムに参加することができます。
2．議員インターンシッププログラムとは、ドットジェイピーが、議員等のもとで実務研修を希望する学生に、当
該学生の受入れを希望する衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を紹介して、学生に
研修の機会を与え、もって社会学習の機会を付与するとともに（以下当該機会を得て議員インターンプログラム
に参加した学生を「インターン生」といいます）、政治に対する国民の興味を喚起し、社会教育の推進を図ること
を目的として、特定の政治団体、宗教団体等の支援をすることなく行う議員インターンシップ活動をいいます。

3．議員インターンシッププログラムは、春期2月1日から3月31日まで、夏期8月1日から9月30日までと

します。

4．議員インターンシッププログラムの期間中に議員会員が選挙を行う場合の議員インターンシッププログラムの
取扱い等については、ドットジェイピーが別途定めるところに従うこととします。

第6条（議員会員費）
1．議員会員費は、会員区分に従い、次の通りとします。なお金額は半年間分の額となります。

(1)衆議院議員会員・参議院議員会員：金55,000円（税込）
②都道府県議会議員会員：金44,000円（税込）
(3)政令指定都市議会議員会員：金44,000円（税込）
(4)市区町村議会議員会員：金33,000円（税込）
(5)首長会員：金55,000円（税込）

2．議員会員は、インターン生の受入れを決定した後速やかに、ドットジェイピーに対し、別途定めるところに従
って議員会員費を納入しなければなりません。
3．ドットジェイピーは、退会、議員会員資格の停lk、その他理由の如何を問わず、受領した議員会員費を返還し

ません。

第7条（遵守事項）
1．議員会員は、ドットジェイピーに入会したことにより知り得た、ドットジェイピーに関する情報、ドットジェ
イピーの会員及び職員に関する情報、インターン生に関する情報、その他一切の情報を、ドットジェイピーの議
員会員として使用するのに必要な範囲を超えて使用してはならず、また第三者に開示または漏洩してはいけませ
ん。議員会員がく議員会員資格を喪失した後も同様とします。
2．議員会員は、当該議員会員のもとで議員インターンシッププログラムに参加したインターン生に対し、100



時間以上320時間以内で、研修を受けさせなくてはいけません。ただし、議員インターンシツププログラムの
期間が議員会員の選挙期間と重なった場合等、やむを得ない事情が存する場合は、この限りではありません。

3．当該インターン生が行った未来事業プログラム（議員インターンシッププログラムと合わせてドットジェイピ
ーが提供するプログラムを意味します）の活動時間は前項の研修時間に含まれるものとします。ただし、ドット

1

特定非営利活動法人ﾄｯﾄジェイピー議員会員規約
ジェイピー及び議員会員の協議により、異なる扱いをすることができるものとし、この場合、その旨をドットジ
ェイピー又は議員会員からインターン生に対し、所定の方法により通知することとします。4．議員会員は、イン
ターン生に対し、報酬、食事代または交通費等の実費、その他名目の如何を問わず一切の金銭を交付してはいけま

せん。

5．議員会員は、議員インターンシッププログラム期間中、ドットジェイピーの許可無く、インターン生にアルバ
イトを行わせてはいけません。

6．議員会員は、議員インターンシッププログラム期間中、インターン生に、他の議員事務所においてインターン
シップ活動を行わせようとする場合には、事前に、インターン生を通して、ドットジェイピーに対しその旨届け出
させなくてはいけません。

7．議員会員は、誠実に議員インターンシッププログラムに参加しなければならず、ドットジェイピー、ドットジ
ェイピーの会員及び職員、インターン生､ その他ドットジェイピーの関係者の名誉、社会的信用等を害する行為
をしてはいけません。

8．議員会員は、インターン生に対し、入会申込みの際にドットジェイピーに提出した「インターンシップエント
リーシート」の ｢インターンシップに関する情報」欄に記載した研修内容を行わせなければなりません。9．議員
会員は、ドットジェイピーに入会したことにより知り又は知り得た、ドットジェイピーの会員及び職員に関する情
報、インターン生に関する情報などを用いて、ドットジェイピーを介さずにドットジェイピーの会員及びインター
ン生（その候補者を含む)に独自に接触してはいけません。なお、議員会員が、議員会員資格を喪失した後も同様
とします。

但し、議員会員への受入が確定したドットジェイピーの会員及びインターン生（その候補者を含む）であって、
議員会員が当該学生に対して直接の連絡をとることをドットジェイピーが承諾した場合にはこの限りではあり ま
せん。

第8条(退会）
1．議員会員は、電子メールまたは書面により、ドットジェイピーに対し退会の意思表示をすることにより、いつ
でも退会をすることができます。

2．前項の場合、議員会員は、当該退会の意思表示がドットジェイピーに到達したとき退会し、議員会員資格を喪失
します。但し、その場合においても第6条に定める議員会員費の支払義務が消滅するものではありません。3．議員
会員が、辞職、衆議院の解散その他の事由により議員等の職を失った場合、当該議員会員は、当然にドットジェイ
ピーを退会したものとします。

第9条（議員会員資格の停1k）

1.申込者または議員会員が、以下のいずれかの事由に該当する場合には、ドットジェイピーは、入会を承認せず、
また、入会後であっても議員会員資格を停I上する場合があります（なお、申込者の入会を承認するか否かは、ドッ
トジェイピーの自由な判断に基づくものであり、以下の事由に該当しない場合であっても、ドットジェイピーは、
申込者の入会を承認しないことができます。）。

(1)虚偽の事実を述べた場合
(2)議員会員費、その他ドットジェイピーが定める諸費用の支払いを遅滞し、ドットジェイピーが相当期間を定

めて催告したにもかかわらず、当該期間内に支払わない場合

(3)本規約、その他ドットジェイピーが定める諸規程に違反した場合
（4）ドットジェイピー、ドットジェイピーの会員または職員、インターン生、その他のドットジェイピーの関係
者等に損害を及ぼした場合または及ぼす虞がある場合

（5）ドットジェイピー、ドットジェイピーの会員または職員、インターン生、その他ドットジェイピーの関係者
等の名誉または信用を傷つける行為をした場合

(6)公序良俗に反する行為、犯罪行為、特定の思想または宗教団体や組織への勧誘またはそれに類似する行為
（物品の販売等を含みます）、その他法令に違反する行為を行った場合または行う虞がある場合(7)破産手続も
しくは民事再生手続が開始された場合、または後見開始、補佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合

(8)議員会員資格を与えるにふさわしくない行状があった場合
(9)その他、ドットジェイピーの議員会員資格を与えることが適当でない場合

2. 前項により議員会員資格を停|上する場合には、ドットジェイピーは、その旨当該議員会員に対し通知します。
なお、当該通知は、電子メール又は書面により行うものとします。

3．議員会員は、前項に定める議員会員資格停|この通知により、議員会員としての全ての権利を喪失するものとし
ます。

第10条（著作権等）
議員会員は、ドッ トジェイピーが提供するテキスト、ソフトウェア、音楽、音声写真、グラフィックス、ビデ



オ、ページレイアウト、デザイン等一切のものについて、ドットジェイピーが特に認めた場合を除き、ドットジェ
イピーがそれらの著作権､ 商標権、サーピスマークに関する権利、特許権、所有権その他一切の権利を有している
ことを承認するものとします。

第11条（変更の届出）
1も議員会員は、住所、連絡先その他の届出事項に変更を生じた場合、電子メールまたは郵便にて、速やかにドッ
トジェイピーに対し、その旨届け出るものとします。

2．前項の届出の僻怠により、ドットジェイピー、インターン生または第三者等に損害を与えた場合、議員会員
は、その損害を賠償するものとします。

2

特定非営利活動法人ﾄｯﾄジェイピー議員会員規約
3．第1項の届出の僻怠により、議員会員に何らかの不利益が生じた場合であっても、ドットジェイピーは一切責
任を負わないものとします。

第12条（トラブル等）

1．議員会員は、インターンシッププログラムに関連して、ドットジェイピーの責めに帰すべき事由によらずイン
ターン生またはその他の第三者との間で、事故、紛争、その他のトラブルが生じた場合、理由の如何を問わず、
直ちにドットジェイピーに報告を行うものとし、ドットジェイピーの指示の下、自己の費用でこれを解決するも
のとし、ドットジェイピーに対し、何らの負担をかけないものとします。

2．議員会員は、インターン生またはその他の第三者から、何らかの損害を被った場合であっても、ドットジェイ
ピーの責めに帰すべき事由による場合を除き、ドットジェイピーに対し、名目の如何を問わず、何らの請求もで
きないものとします。

第13条（損害賠償義務）
1．議員会員は、故意または過失により、ドットジェイピー、ドットジェイピーの会員または職員、インターン
生、その他ドットジェイピーの関係者に対し、損害を生じさせた場合には、これらの者が被った損害を賠償しな
ければなりません｡

2．議員会員の事情により、インターン生が議員インターンシッププログラムに参加することができなくなった場
合または継続が困難となった場合、当該議員会員は、インターン生がドットジェイピーに対し支払った参加費等
一切の費用を、ドットジェイピーに支払うものとします。

第14条（地位の譲渡等の禁lt)
議員会員は、議員会員たる地位を第三者に譲渡できないものとし、議員会員たる地位または権利に対して質権等一
切の担保権を設定できないものとします。

第15条（その他）
1．ドットジェイピーは、議員会員の議員インターンシッププログラムの活動状況等を、同意を得て、写真または
ビデオ撮影することができるものとします。
2．ドットジェイピーは、議員会員の氏名、会員区分（議員又は首長の区分）、所属政党、役職経歴、写真及び
ピ デオ等を、同意を得て、ドットジェイピーのホームページ、パンフレット、雑誌、新聞、活動報告書等、社内
及び社外向け広報活動に用いることができるものとします。
3．ドットジェイピーは、ドットジェイピーホームページから議員会員のホームページヘリンクさせることができ
るものとします。

4．ドットジェイピーは、議員会員に対し、ドットジェイピーのオフイシヤルメールマガジン、活動報告、イベン
トの告知、アンケート等を配信または配布することができるものとします。なお、議員会員が、当該身分を失っ
た後も同様とします。
5．ドットジェイピーは、議員会員に対し、ドットジェイピーが適当と認めた第三者の宣伝広告またはアンケート
等を配信または配布できるものとします。なお、議員会員が、当該身分を失った後も同様とします。

第16条（規約の変更）
ドットジェイピーは、議員会員に通知することにより本規約を変更することができます。当該変更後、議員会員が
議員インターンシッププログラムの利用を継続した場合は、議員会員は当該変更に同意したものとみなします。

第17条（協議）
本規約に定めのない事項または本規約についてドットジェイピーと議員会員との間で解釈を異にした事項について
は、双方誠意をもって友好的に協議のうえ解決するものとします。

第18条（管轄裁判所）
ドットジェイピーと議員会員との間で生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所としま

す。



以上

附則

本規定は、平成26年4月1日より施行するものとします。
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様式第1－1号

支 出 証 拠 書

（会派名。議員氏名ふじのくに県民クラブ・阿部 卓也）

『

l ' J

轄理番号 10－8

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･雰識儲漉蹟･会議費･資龍昨励漬．函 事務費･事諏漬･人件費

内 容 参考書籍購入

年 月 日 令和7年Io月11日~令和年月日 金 額 巧ら？ 円

目 的 県政、社会情勢に関する情報収集や施策研究の参考図書の購入

使 途 書籍購入（内訳は別紙参照）

政務活動．

県政との

関連性

県政､社会情勢に関する情報を収集し、議会等の質問や県施策研究の参考にする。

く領収書貼付枠＞

昆吃な
～

し又~巳4

現宏一蓮鼎の念維難遙
彫,、

｜
I

群
7

7

クデ”
ー

丁一ブ、ス
､､

チ立又”からプレして艮脚食

理ポャ肴乾参J能僅にうしへ-(ko与渥"《,、

阿雲堪壹 様
￥2 フ

渉汚 として

領収日2025年10月11日
I 領収書No.0011439537

969－

や~､詞ﾖｺｰ物､、

(伝票No.0011439537 )

(内（10%）税抜 \2,70排消費税10% \26')
(内（8%）税抜 ￥缶消費税8％ ￥0－）

ク但
谷

上記消費税 269円を含みます
注）§は軽減税率（8%）適用商品し

し
島

静岡県浜松市浜名区平口2861
登録番号T9080401005490

3

案分の理由

全て鉾瀬調迩息
ｲ尋ﾄも仇-乙壷､し

領収書金額(a)

ユー

167 円

案分率(b)

lO /(O

(” ％

政務活動費支出額(a×b)

巧‘ツ 円



様式第1－1号

支 出 証拠 書
Q

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・阿部卓也 ）

鑿理番号 10－9

経費項目趣･研修費･広卿輔蹟･覇雛譜鋤費･会議費･資料絹罎･資料購入費･事務費･事獅漬･人件費

内 容 県庁にて調査／ ．

年 月 日 令和7年/ｸ月ﾉﾀ日~令和 年 月 日 金 額 Wgo 円

目 的

骸当項目に丸ED 霧議割ﾝｸ地元要望活動調査
･会派内調整打合せ｡政務活重喧料め整理．

）

使 途

骸当項目に丸帥 鐸宿禰費響そ"他
政務活動．

県政との

関連性

骸当項目に丸帥

．(_議会･委員会等質問のため､関係部局の事業･主要施策等を確認する。
・地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針・進捗状況などを確認する。

蕊
した事業の課題内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

・会派内で県施策等に関する検討を行い､意見の調整・集約を行う 0

く領収書貼付枠＞

ﾗ恥馳② 駆李料 ヲ”

論辮斗燕ff､髻壽－7鉾'詞往復 搾る○

0

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

”らり 円

案分率(b)

r"/r"
100％

政務活動費支出額(a×b)

"ヲらo 円



かじプラ第3パーキング

登録番号:T1080401000202

令頁u又言正

精算機#01 A精算No.000127
発券機＃02 発券No.064822
入庫時刻2025年10月20日（月）12:58
出庫時刻2025年10月20日（月）19:42
駐車時間 6:44
駐車料金 A料金 600円
拡1店080 3枚 -300円

合計 300円
現金領収額 300円
お預り 300円
お釣り 0円
上記合計金額は消費税率10％対象です。
またのご利用をお待ちしております。

ｸﾚｼｯﾄｶｰﾄ捌鵤/OREBI109RBSQLESSLIP槐離

合社名･会員番号

HR引内容:お目上

R479

XX-XX

(JR東瓶）

￥4，660MR引内容:お目上 支払区分：一 括 IC \4,bbL

商品霜:自由席關謬号:0043459100@引胸’4M(H)

10月20日“今葡岡緊車券込み仙
蕊車変更や賑しの卿箇所、内容、施等にﾎll限があります。
払戻しの際は購A時”－ドをお持ちください。
itstercard こり洲棚こ緋してく焼い。
2025.10.20 浜繩IMV8#17

号:131800010

杁課）

婿A商品

雛
1斤掘即Ⅳ



（会派名・議員氏名 ふI

経費項目 識罰暁費･研修費･圃勵醇蹟･蕊談際漉婚･会議費･資料ｲ鱸･資粥朧ｽ費． 事豫費･…･人件費

内 容 事務所家賃（2025年11月分）

年月 日 令和7年10月20日～ 年 月 日 金 額 30,220円

目 的 －

使 途 ■■■■■■■

関連性

ー

＜領収謹占付枠＞

家賃60’000円

振込手数料440円

1

1

｜
｜
’

Ⅲ
’
1

I

’
日

窪… 塵認
毎度ご利用いただきありがとうございます

/、浜松いわた信用金庫

鱗…I…
：

………調I呂目

島 ＝
＊＊＊＊一＊＊＊＊一＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

万円雰伽
I~ 一一～

006

軒鵬(伽
＝ ー … 一 一

00〔

許祷間
一 ■垂 ～一

00〔 淵鍵蜜蕊謹罎麓鱈騨￥60，000＊

塗

ま

鐵睡引苛由鴬雛

振込

蕊蟻鍵鐘感昌M壁鎧戸蟻豊鍾篭

\C

や
妻

灘 ￥440 蕊舞i ｡‘鐵鐡懲嘩鍵 ￥55〔
蒔 11：27 韓蝋 ￥11〔

印紙税申告納

付につき浜松西

税務署承認済

案分の理由

後援会活動と案分

領収書金額(a)

60,440円

案分率(b)

1／2

rO %

政務活動費支出額(a×b)

30,220円



様式第1－]~号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・阿部卓也 ）

』 ： ’’

--.,回q入

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
‐
Ｉ
１
１
１
１
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
‐
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

あ
呼

刊 あ
序

詞
ゞ

■■■■■■■■■

■
■■

■ 令■PN ■

■ ■

■■■■■■■■■

▼ 平目卒

NEXCO中日本お客さまセンタ
0120-922-229

登録番号：T4180001056169

金所(自） 新静岡

金所(至）浜松SAスマ
5年TOR23H16時日

▼ 干凹飴

WEXCO中日本お客さまセンタ
O120-922-229

登録番号：T4180001056169

金所(自）浜松SAスマ

会所(至） 新静岡
う年10日23日 9時4

0月23日14時48ゴ
]月23日15時27ゴ
\No.02-0917F

ｿﾄ） 車種 ］

金の消菩税率は10％

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 ］

※通行料金の消費税率は10%

取扱番号

419510-232428-838835

※本利用証明書はETC利用照会1
ス下白1＝堂荊.修t,ので十

収扱番岩

‘19510-

※本利用冒
天 予酊星

礎 虚

I I

'1

■
■
日
日

塗壬 翌奉呈

経費項目趣･研修費･広聴広報費･雰談震穂積･会議費･資膿昨印漬｡資繩静費･事務費･謬濱･人件費

内 容 県庁にて調査／阜森禾韮蚤I亭量職二零''一垂端 詫茶拳,'|報厚
年 月 日 令和7年/･月今日~令和

年 月 日 金 額 千16○ 円

目的

骸当項目に丸ED

部局
その譲讓 リング．

瞼ﾗ県藻
要望活動調査･会派内調整打合せ･政務活動資料の整理。
心卜岸才ﾌ急ぐ〃l_)-f=玲湾黛1つilネ且(震

使 途

骸当項目に丸ED 鍔宿維費翻そい他
、

l ↓
■

1 1

政務活動。

県政との

関連性

骸当項目に丸ED

．(ｸ議会･委員会等質問のため、関係部局の事業･主要施策等を確認する。
・地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針・進捗状況などを確認する。

蜜
した事業の課題内容や進捗状況を元に、

今云》港

･委員会等の質問に反映する。

の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

・会派内で県施策等に関する検討を行い、意見の調整・集約を行う 0

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

千{60 円

案分率(b)

｢O/(O
100％

政務活動費支出額(a×b)

416D 円
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薬理番号 10-12

経費項目 調査研究費研修費.広卿報費霊識儲潅婚会議資料'鰔費癖｝ 事務費･事諦漬･人件費

内容 参考書籍購入

年月日 令和7年/0月始日~令和年月日 金 額 4-7j~D 円

目的 県政、社会情勢に関する情報収集や施策研究の参考図書の購入

使途 書籍購入（内訳は別紙参照）

関連性

県政､社会情勢に関する情報を収集し、議会等の質問や県施策研究の参考にする。

案分の理由 /全 L

室毒蛎書学

領収書金額(a)

ユウ3℃ 円

案分率(b)

rO//"

re=p%

政務活動費支出額(a×b)

≧ｹ苑 円
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支 出 証 拠 害
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▼ 中日卒

NEXCO中日本お客さまセン
0120-922-229

登録番号：T4180001056

金所(自） 袋井

金所(至） 浜松
5年10月27日14鴎

▼ 中日丞

NEXCO中日本お客さまセンター
0120-922-229

登録番号：T4180001056169

金所(自） 浜松

金所(至） 袋井
5年10H27811H#2f 5分

Ｃ
Ｒ
Ｕ
画

金の消晋税率

孜扱番号

20510-278146-804

※本利用証明書はETC禾
文予白1室士粥.光f､〃1マ弓弓

瞳8146-80263[

書はETC利用用
荊‘秀&,の千十一

雲控番号 10－13

経費項目 諭殿研修費…責雷繍誇篭攪需 騨儒績鮮陶畷雷講費薑翻雷峠
内 容 瀦諺病ル.遜負狗倶
年月 日

ノ

'7年/ｸ月ﾕ7
日～ 年 月 日 金 額 冷房ク

円

目 的 男輔補雌の表見参f錠
使 途 為嘩釧、
政務活動

県政との

関連性

銀弗鈎斗ﾌﾐﾝﾙ邉そ［推し霧は表孑曉釧1句跨等乏矛禿
海喫Z債彦方二了易う

仁一

案分の理由

,全逗球旅調査!、

ﾒﾍかルも少で訴芳‐

領収書金額(a)

3F○ 円

案分率(b)

(O/[O

(ず汐 ％

政務活動費支出額(a×b)

9千○ 円



様式第1－1号

整理番号’10－14

支出証拠害

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・阿部卓也）

ﾄを

斗金には、〉自妾

抱等が含まれて
、ます。
ゆぅお上銀行’

｜

’

経費項目 調罰暁費．研修費･…･要諦幟藩婚･会譲･資料{賊費･資繩訂費･事豫費･事翻漬･人件費

内 容 郵送代（2025年 7月 後納分）

年月 日 令和7年9月1日～令和7年9月30日 金 額 13,640円

目 的 政務活動・県政レポート送付に係る郵送代

使 途 郵送代

印紙税申告納

付につき麹町

税務署承認済

案

活動に係る

ものである。

領収鳥 書金額(a)

13,640円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

13,640円



434-0004

静岡県浜松市 浜北区宮口460－6

阿部卓也静岡県議会議員事務所
様

■郵便物の返還先
浜北郵便局

434-8799

静岡県浜松市浜名区横須賀910

■■■■■■0013073# C13

053-586-4511

請:學莱を書 ？f"(BilI)
," 一三:.､-蕊.:’.哩.2,,-'3.守諫…昂

阿部卓也静岡県議会議員事務所
様 鰯日本郵便株式会社

登録番号:T1010001112577

【お問合せ先】

浜北郵便局

電話:053-586-4511

平素は、格別のお引き立てに預かり、誠にありがとうございます。

料金後納のご利用額につき、下記のとおりご請求させていただきます(ご利用明細はWebでご参照願います。）。
お支払に際しては必ず同封の払込取扱票をご使用いただき、最寄りの郵便局またはゆうちよ銀行でお振込みくソ
(※)2023年10月以降は、ご請求額が100円未満でも請求書を発行させていただきます。

最寄りの郵便局またはゆうちよ銀行でお振込みください。

発行日(DateofIssue)

2025年10月6日

お支払期限 (DueDate)

2025年10月31日

ご請求額(税込) (Charge)

13，640円

ご請求番号 (BillinRID

消費税等 修正前期間計(税込） 修正前消費税等修正後期間計(税込） 修正後消費税等

（1,240円）

(税込）

13,640円

消費税率等

10％

ご請求番号ご請求の内訳 (BillingDetails)

2025/09/30締め利用額

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（平成19年法律第22号）により、10万円を超える額をお支払の際には、ご利用金融機関の窓口において、お客さまご本人のお名前、ご住所
生年月日が記載された公的書類（運転免許証、登記事項証明書等）をご提示いただくことが必要となります。
（詳しくは最寄の郵便局またはゆうちよ銀行にお問合せください)｡なお、お支払期限までにお支払いただけない場合、その期限の翌日から年14.5%の延滞利息をお支払いただきます。



様式第1－1号

支 出 証 拠 害

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・阿部卓也）

’

轄理番号 10－15

経費項目 調査研ﾀ蹟･研修費･広聴広報費･需調靜穂債･会議費･資料伸蹟．函 事務費･謡銅漬･人件費

内 容 新聞購読料

年月 日 令和ワ年'0月｜日~令和'7年10月タ
イ ’

日 金 額 3,300円

目 的 県政、社会情勢に関する情報収集

使 途 /~D月分静岡新聞購読料

政務活動。

県政との

関連性

県政等の情報を収集し、政策や質問の参考にする。

く領収書貼付枠

.’

＞

領収証（口座振替）
支店 区域 順路

01 008 091
蕪吐匪減縛.率詐+袋で十 曲阿部卓也

ネクサス株式会
浜松市浜名区小松484

振

様

暦爾6~1

登録番号:T7080402015458

ﾐﾅｻﾝﾆｵﾊﾖｰｻﾝ
本店 0120-32-0843

ご購読ありがとうございます。本証はご保存下さい。金額その他を訂正したものは無効です。
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3,300

税 O)
税 244）

－

2025年10月分
領収致しました。

(引落日）

ﾜ叩月年1，月'7日

案分の理由

,全之琢沸調彌。
くきしけﾄで冴冴

領収書金額(a)

3,300円

案分率(b)

I O /IO

100％

政務活動費支出額(a×b)

3,300円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・阿部卓也）

>吾さま氏筈

呵部 卓他

五 韻

2C

【
）
〔
】

垂→ ＝

笠お間合せ夕

120－0と

整理番号 10－16

経費項目 調剖暁費･研修費･広聴広報費･薪澗靜礒謄｡会議費｡資洲賊費･資繩鴬入費…謡翔漬･人件費

内 容 インターネット接続料（2025年10月分) (NTTドメイン取得用）

年月 日 令和7年9月1日～7年？月3C日 金 額 1,760円

目 的 －

使 途 ■■■■■■■■

政務活動．

県政との

関連性

一

収
入
印
紙
貼
付
欄

郵便局は収入印紙不要

領
、収

ｌ
田
／
付
印

案分の理由

後援会活動と案分

領収書金額(a)

3,520円

案分率(b)

1／2

卸 ％

政務活動費支出額(a×b)

1,760円
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NTTドコモビジネス株式会社

⑨d6E◎moBusiness

鬮
ピリングカスタマセンタ

■

434-OOO4

静岡県浜松市

美
ロ
印
可
山
口
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TELO120-O47128

791-8013

松山市山越3丁目15番15号
NTT山越ピル

社用BH1111321002054900549000
コードl

NTTドコモビジネス料金請求雷

(NTTDOCOMOBUSINESS-Bill)

阿部 卓也 様
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》
2025年lO月20日発行

料金お問合せ先

ビリングカスタマセンタ

O120-O47128

※睡話番号はお間違えのないようご注意ください

www.ntt.com/b-charge

受付時間 （平日)9:.OO～17：OO

日ごろ､NTTドコモビジネスをご利用いただきましてありがとうございます。

裏面のお支払い場所にこの請求書をご持参のうえ、お支払いください。

ご請求番号

一
ご請求年月

2025年 10月分

ご請求額(Charge)

3,520円

お支払期限(DueDate)

2025年 10月 31 B

ご 請 求 の 内 訳 金 額 （円） お 知 ら せ

”癖悪戦漁購誉溌蝿燃伽鯲鵡騏繊
うち消費税等:320円

｡::正',OOO･正06．4．6．．4，．9
｡-J 。,。.．,．,．.z,、。,。．,J．J･･もb・~｡,,,．．『.｡-。,・・-,...,,-0~”,･･庫･卓;~･TLJ.0威茜今ﾆｰ唖.‐食上曾･ﾚｰｨ．｡？q~_･･･：

10%対象請求額（税込）
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●お支払期限後に支払われた場合は､年14．5％（1日当たり

約O.04%)の延滞利息をお支払いいただく場合もあります。

＃下の部分を切り取り、裏面の各お支払場所にてお支払い願います。
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様式第1－ 1号

支 出証 拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 阿部卓也）I"7

整理番号 10－17

経費項目 調劃f究費･研彦費･広獅報費･野談際ﾖ鋤費･会議費･資料|鰔費･資繩青入費亀 事務所費･人件費

内 容 自動車リース料(I0月分）

年 月 日 令和I7年(o月 |日～令和 7 年10月ツ I
日 冷邑

、l〃- 額 立~J~z7 円

目 的 政務活動を行うための自動車リース

使 途 自動車リース料

政務活動・

県政との

関連性

政務活動に伴う移動手段としての車の使用

く領収書貼付枠＞

リース代（55,567円）から下記の通り走行足鴎佳によって案分する

{0月の全走行促醗=I( zkm…① ．

うち政務活動関連分＝｜もこzkm･･･@
※走行足蹴は令和7年1明 整理番号10－

②/o=Iいユ/|い乙

案分率は(tTo%

55,567円×|け・％＝哺恥1円

19参

案分の理由

走行距離により案分す

る

領収書金額(a)

55,567円

案分率(b)

Io/f(o
％

政務活動費支出額(a×b)

F匡兇7 円



！

I



様式第1－1号

支 出証拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・阿部卓也）

’

一四一

F.利

頂収書貼付1竿＞

期間：2025年8月20日～2025年9F

【)0-5 90011f

6，60［
屯白04

職’

経費項目 調罰暁費･研修費･広Ⅱ就報費･癖澗謂鋤費･会議費･資料ｲ賊費･資繩背入費･事務費･…･人件費

内 容 事務所電気代（2025年9月分）

年 月 日 令和7年8月20日～7年9月I7 日 金 額 32-F千円

目 的 ■■■■■■■■

使 途 ■■■■■■■■

案分の理由

後援会活動と案分

領収書金額(a)

6,509円

案分率(b)

l/2

to

％

政務活動費支出額(a×b)

3,254

円



、

ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

毎度お引立ていただきありがとうございます。

令和 7年 9月分料金につきまして、下部の「払込用紙」のとおりご請求申しあげます。
お支払いの際は、裏面に掲載のお支払い窓口にご持参いただきますようお願い申しあげます。

おなまえ 阿部 卓也 様

【ご請求金額の内訳】 ご使用期間 “8月.20日～．9月17日（日程15）

’
｜

’

I

|，お童熱い｡闇…ﾐｼﾝ…‘蝿りこ錆…い
■前月以前の電気料金のご入金がお支払期日を超えた場合は､延滞利息(年利10%)が｢精算額等｣に記載されます。

ご請求金額
l ・’

ｰ

61509
便

消費税等相当額(再掲)l 1 1591円

お客さま番号

契 約 種 別
契約

容量

基本料金円

再ｴﾈ発電促織課金円

僻|費調整頓(再椙）円

銭

銭

電力量料金/従量料金円 銭 割 引 額円 銭

ご使用量l糊,/f]B

合 計

消費税等相当額(再掲）

記 事

■■■■■■■
従量電灯B

A

60

’11926

| 1716

1 －'217

84

80

，3，866

｜ ’

｜ ’

40 ｜ ’

I I

｜ I

’ 1

｜ I

, il80

｜ ’ 61509円

｜ ’ ’591円
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ﾛ
ﾛ
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Ｉ
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1 1
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’ 1
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’ 1
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1 1 1 円
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様式第1－4号

支出証拠書（自動車燃料代）

（会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・阿部卓也）【／ロ月分】!"8

く領収書貼付枠＞

I

…番号

区分 前回給油(領収書貼付分)A 今回(直近の)給油B 総走行踊誰C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行足醗 km km km

(経費項目別充当調

経費項目

事務費

※単価による充当方式 ：単価（円）×走行距離GIm)

※領収書による充当方式

･積上げ方式 ：領収書金額（円）×走行距離(m)/総走行距離（上記c)(m)

･充当限度割合による案分:領収書金額（円）×充当限度割合

走行IENf(km) 積算方法※ 充当額（円）

ユZ I『 円×Iもﾕ_Zkm/ km _ユ9'％

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明しますb 議員氏名 両ジヤ鼻 火iク

案分の理由

'全乏味海調査_に
/｢扉L調侭マプ万､みー

領収書金額(a)

一望－91%
円

案分率(b)

ID/IO

IU~b ％

政務活動費支出額(a×b)

÷?1％ 円
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様式第1－1号

支 出証拠書

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・阿部卓也）

L

轄理番号 10－20

経費項目 調剖f鵠･研修費･広聴広報費･蕊鞭儲瀧憤･会議費 資料I誠費癖曝}事務費事翻費人件費

内 容 新聞購読料

年月 日 令和7年1D月

ｆ
Ｌ
ｌ
ｌ
ｌ 日へ令和

1

7年'0月)1日 金 額 子gさわ 円

目 的 県政、 社会情勢に関する情報収集

使 途 IC月分日本経済新聞購読料

政務活動。

県政との

関連性

県政等の情報を収集し、政策や質問の参考にする。

＜領収書貼付枠＞

’

I
F

I

I

1
1

1

1

1

領収証
2025年10月 日分

皿巡一皇 －－－瞳
住所浜松市浜名区宮口■■■－

'零尾王薪聞店
I

I

TEL(053)434-0724
登録番号T2-0804-0200-0431

Ⅱ

とぴあ浜松農業
麓玉支店

毎度ご購読有難うございます。

右記金額を領収しました。

支払 区 登録No 順路 発証No

07 05（

酉

3 3

銘 柄 部数 金 額

※日経新聞単

※は軽減税率対桑晶日です

1 4，800 領 収 記

\4，800
10M O( 0)
8％4,800（356）

集 金

自動振替

断眠頂
聞尾隠
宙上会

案分の理由

全て蔀沸沽野圭
【ご巾､かみも内乙､歩､＃

領収書金額(a)

\gw.ケ○円

案分率(b)

ic/IO

100％

政務活動費支出額(a×b)

(f舎墜o-a ’円



様式第1－1号

支 出 証 拠書

（会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・阿部 卓也）

､

■ I■＝ ‐ ■ ■－

．.｣.又， ．

嘩毛t竺卜=P 貝張 ‘亥莞

Ⅱ
Ⅱ
二

け-ど、I室J1酸月

翌I矧彦ﾍｨ。
匡 些 〃

闇 領収日2C

頃収書No.00

祝鈑 \2,40(ト 宿賃祝10% \241)

税抜 ￥仔 消費税8％ ￥0-）
上記消費税 240円を含みます

は軽減税率（8%）適用商品

篁謹擦差-壼言"~’
罫島屋浜松本店 053-457-4165
公市中央区砂山町6－1メイワン8階

登録番号T908040100549［

I

薬理番号 10－21

経費項目 調査研究費･研修費･広N諏報費･雰識儲謡積･会議費･資料{賊費.麺 事務費･事翻漬｡人件費

内 容 参考書籍購入

年 月 日 令和7年『，月ｦ’ 日へ令和 年 月 日 金 額 ＞6” 、 円

目 的 県政､社会情勢に関する情報収集や施策研究の参考図書の購入

使 途 書籍購入

政務活動

県政との

関連性

県政、社会情勢に関する情報を収集し、議会等の質問や県施策研究の参考にする。

案潅診榊蓉!、
待鼎ﾉのかみ子

領収書金額(a)

1-6抑
円

案分率(b)

(O /tO

「 e-O %

政務活動費支出額(a×b)

電毛解o、 円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・阿部卓也）

整理番号 10－22

経費項目 調劃職費･研修費･醜広報費･蕊舗艤濡鑛･会議･資料l愉蹟･資料購入費・
』

事務脅事翻賢⑬
内 容 事務職員給与し‘月分）

年月 日 令和7婚Q月／日 ～

令和7輯Q月ﾀ/日 金 額
fLg..〆'つ

円

目 的 政務活動を補助する職員を雇用

使 途

関連性

く領収書貼付枠＞

給与支払明細書

令和ク

氏 名幽

千4時間×〃"･円＝￥欧γや円

■■

給 与

ﾛ■■■■■■■■■

通勤手当

一》 控 除 額

所得税 雇 用

保険料

控除額

合 計

円

妙ﾄグロ ク

円 円

鰕一ドヶつ

円

○

円

○ ○

円 円

"-IzmD

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

jzEA-f〆｡ 円

案分率(b)

ro ／ｲワ

1㈹ ％

政務活動費支出額(a×b)

ﾄ8.ド"つ 円



様式第1－1号

､整理番号 10－23

支出証拠書

(会派名。議員氏名 ふじのくに県民クラブ・阿部卓也）

経費項目 胃確り院費･研修費･迩璽國潰 ･雰談儲翻費｡会議･資龍H賊費･資繩静費･事溌費｡事翻潰･人件費

内 容 県政報告FM放送番組料(2025年10月分）

年月 日 令和7年10月1日～令和7年10月31日 金 額 35,440円

目的 FM放送を通しての県政報告

使 途 県政報告EM放送番組料

関連性

FM放送を通しての県政報告

聴取率調査では、約4万人とのことであり県政の発信として有効

く領収書貼付枠〉 ’ 一…鰄鱸
番組辮絵35,000円 一 毎度ご利用いただきありがとうございます

振込手数料440円 ｜ ／処浜松いわた信用金庫

”"日蔀奔覇露蕊毒輌
l

E

1
1

b

l
l

（
弓
）

通麺

1

錘
Ｅ 千円券(初

－ 1■■＝二一 一＝

1

穿鳶ニミ､~副璽遇＝L坐竪も島陛聖巻

￥35，000＊

擬鐵里剣漁篝鐡

振 込

患違識誕熱鰹郭僅麓嶽蕊謹霧蕊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

￥440 燕豈巽
~~ppqロロ周『 ■L弓
一 ニー ニ ー も

￥〔

礎泌11：41 蕊錘 ￥560*

轆蕊難
税務署承認済

案分の理由

全て政務活動に係る

ものである。

領収書金額(a)

35,440円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支仕 額(a×b)

35,440円



〒434-0004

静岡県浜松市浜名区宮口460-6

主
月

二
呂
口

2025年10月31日

静岡県議会議員阿部卓也 様

o!76,
送

日畠取；

]－05

1日：属

(■■■） 1丁中央怪鍛冶

兵松中央館4I
I－8600FAX：

”80401004 Ug

2025年10月度

期間 2025/10/01～2025/10/31

上記の通りご請求申し上げます。

なお弊社の取引銀行は次の通りです。

浜松磐田信用金庫 本店営業部 普通NO.0698431

三井住友銀行 浜松支店 普通No.7024266

※誠に勝手ではございますが、振込手数料は貴社ご負担

にてお願い申し上げます。

…ｴｰﾌ呆

齢幸
馳遜'フ

今回請求額

\35,000

前回請求額 入金額 繰越額 売上額 消費税額等

35,000 35,000 0 31,818 3,182



2025年10月31日No. 1470－3-43-1

(I■■■） タイム放送確認書

様広告主静岡県議会議員阿部卓也 鬮謝Oi76,
浜松エフエム放送株式会社
代表取締役社長 久田五海

〒43畦O933

静岡県浜松市中央区鍛冶町100番地の1

2025年10月度 期間2025/10/01～2025/10/31 ｻｻｼﾃｲ浜松中央館4階
TEL:053-458-8600 FAX:053-458-8611

貴社お申し込みの放送は、下記の通り放送致しましたのでご通知申し上げます。

番組名 【KENGIDENight!】

放送日

日 曜日 放送時刻 CM秒数
ﾀｲﾑﾗﾝｸ
区 分 広告商品およびCM素材の内容

03 金 19:30－20:00 1800
ｱｱ

A

放送件数： 1件



議員氏宅

|駕琶漂蔦月,8［ 325年10月19E

お取扱日

37－12－09

鶏離i職萎

鐇号

経費項目 …究費･研修費･呵駆報費 ｡蕊歌標諦婚｡会議費･資料作月墳･資瀧朧ｽ費･事溌費･毫麺蔭･人#費

内 容 享驍所電気代（2025年10月分）

年月 日 令和7年|調9日～ 年 月 日 金 額 2,985円

目的 －

使 途 _

案分の理由

後援会活動と案分

領収書金額(a)

5,970円I

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

2,985円



｜振替払込請求書兼受領証(振込金受領証)(071020）各
票
の
記
載
事
項
に
間
違
い
の
な
い
こ
と
を
お
確
か
め
く
だ
さ
い
。
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払込金受 入票(振込依頼害）

こ
の
受
領
証
は
、
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

切
り
取
ら
な
い
で
お
出
し
く
だ
さ
い
．

本
証
に
よ
り
当
社
の
集
金
員
が
集
金
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

裏
面
も
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。
土

お支払期日はE7育丁殉です｡お支払期日を過ぎてお支払いいただいた場合は、
延滞利息(年利10％)を､お支払いの日以降の料金とあわせてご請求いたします。

ただし､ご家庭や商店など低圧の電気をお使いいただいているお客さまが､お支払期日の翌日から阿部卓也様
日 附 印10日目までにお支払いいただいた場合は延誘|l息を申し受けません。

払込用紙の有効期限はmフヨとなっております‘
中部電力ミライズ株式会社カスタマーセンター

0570－048－155

(携帯電話･PHSからもご利用いただけます｡）

日附印

_L ｜
I

(ゆうちよ銀行）(取扱金融槻関保管）

口座記

号番号 00100 ■ 5 ■■ 900116
加入

者名
中部電力ミライズ株式会社

誠鼠鳶廻藤 ご使用期間 9月18日～10月19日（日程15）

金額

千 白 十 ノコ 千

5

白

9

-1－

7

1判

0

消費税等相当額(再掲）

’ ’542円
ご依頼人氏名

阿部 卓也様

お客さま番号・契約種別 容 量 ご使用畠 上記全額の内訳(円）

■■■■■■■
従量電灯B

A

60

kWh

’ ’160 ’ 51970
64 』‘

｜ ’ ｜ ’

｜ ’ ｜ ’

口座記

号番号 00100 ■ 5 ■ 900116

加 入

者 名 中部電力ミライズ株式会社

金額

千 日 十 万 千

5

白

9

十

7

卜H

0

振込先

支
店

信
用
金
庫

銀
行

お客さま番号 日程 年月分

■■■■■■■■■■’ 15 0

料
金

備
考




